
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2023 

愛媛労働  

毎月 15 日に愛媛県内の労働に関する情報をお届けしています。 
(15 日が土日祝日の場合は、前営業日となります。) 

～役立つ愛媛の労働情報～ 

令和５年 11 月号 
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報酬費用の 1/2 を 5 万円を上限に応援金として支給 

 

≪概要≫ 

愛媛県では、物価高騰の中、業務改善など生産性向上と賃上げに 

積極的に取り組む県内中小企業等の皆様を対象に、国の業務改善 

助成金の上乗せ補助や同助成金対象外の企業への独自の支援制度 

（えひめ業務改善応援事業）の申請を受付しています。 

①は国の業務改善助成金と併せて、②は物価高騰対策の一助として、 

是非御活用ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③①と②に係る申請は社会保険労務士に依頼すると、 

費用の一部を補助します！ 

 

 

【申請方法】 

下記お問い合わせ先へ郵送、又は愛媛県ホームページの 

Web 申請をご利用ください。 

https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1749 

  

お問い合わせ先 

えひめ業務改善応援事業事務局 

TEL：089-909-5841 (受付時間：土日祝日除く 9：00～12：00、13：00～17：00) 
〒793-0003 松山市三番町四丁目９番地５ ５F いよてつ総合企画 

えひめ業務改善応援事業 
業務改善＆賃上げに応援金を活用しませんか？ 

 
申請期限 

2月 20日(火) 
 

申請期限 

11月 30日(木) 

 
こちらからも 

アクセスできます 

https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1749


   

 

 

資金使途は、離職によって、本人又は離職者が

扶養する者の生活に必要となる資金。 

○ 金利／年０．３％ 

（別途、保証料がかかります。） 

○ 返済期間／５年以内 

（６ヶ月以内の元金返済据置可能） 

○ 限度額／１００万円（離職者一人につき） 

○  保証／保証機関の保証及び連帯保証人１名が

必要です。 

○  必要書類／住民票、市町村県民税（所得・課税）

証明書等主として申込人の収入によって世帯の

生計を維持していたことを証する書類、その他審

査に必要な書類 

 

 

資金使途は、本人又は休業者が扶養する者の生活

に必要となる資金。 

○ 金利／年０．３％ 

（別途、保証料がかかります。） 

○ 返済期間／５年以内 

（６ヶ月以内の元金返済据置可能） 

○  限度額／１００万円（休業者一人につき） 

○  保証／保証機関 

○ 必要書類／住民票、市町村県民税（所得・課税）

証明書等主として申込人の収入によって世帯の

生計を維持していたことを証する書類、その他

審査に必要な書類 

 

       

 

 

 

≪概要≫ 

離職されて求職活動を行っている方、または休業中の勤労者の生
活安定に資することを目的とした融資制度です。 

 

≪お申込み可能な方≫ 
離職後、求職活動を行っている方、または、休業中の方で、かつ、以

下の全てに該当する勤労者が対象です。 
 
〇 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き

1年以上であること。 
〇 原則として、18歳以上 65歳以下であること。 
（離職者の方） 

・ 離職前において、原則として引き続き 1年以上同一事業所に勤務してい

たこと。 

・ 離職前において、主としてその収入によって、世帯の生計を維持してい

たこと。 

・ 離職の原因が、懲役以上の法定刑に当たる行為でないこと。 

（休業者の方） 

・ 原則として引き続き 1年以上同一事業所に勤務していること。 

・ 主としてその収入によって、世帯の生計を維持していたこと。 
 

 

 

 

離職者等緊急生活資金のご案内 

離職者緊急生活資金 休業中の緊急生活資金 



   

 

 

 

○ 住  所：松山市湊町 5 丁目 1 番地 1 

いよてつ高島屋南館 3 階 

○ 利用時間：10 時～18 時（月～土曜日） 

○ 電  話：089-948-2832 

○ E-mai l：sp-station@lagoon.ocn.ne.jp 

○ H P：http://www.i-esapo.jp/ 
 
※南予地域（宇和島市・八幡浜市・大洲市）で

は出張相談会を実施（10 時～16 時） 

 

 

 

○ 住  所：新居浜市繁本町 8-65 

（新居浜市市民文化センター内） 

○ 利用時間：10 時～18 時（月～金曜日） 

○ 電  話：0897-32-2181 

○ E-mai l：toyo-sp@mxi.netwave.or.jp 

○ H P：http://www.i-tsapo.jp/ 
 
※今治市・西条市・四国中央市では出張相談会を

実施（13 時～17 時） 

 

 

愛媛県では、ニートと呼ばれる若者及び就職氷河期世代の

職業的自立を支援する窓口として、 

○ えひめ若者サポートステーション（えひめサポステ） 

○ 東予若者サポートステーション（東予サポステ） 

を設置しています。まずは一歩、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 
 
【支援対象】 

15 歳～49 歳で仕事に就いておらず、家事も通学もしていない方及びその保護者等 
【支援内容】 

 個別相談・グループカウンセリング（相談員、臨床心理士によるものなど） 

 職業ふれあい事業（職場見学、社会見学、ボランティア活動など） 

 ジョブトレーニング（ジョブトレーナー付き添いによる職場体験など） 

 ワークショップ、セミナー（パソコン個別指導、ボイストレーニンクなど） 

 保護者セミナー（親子ふれあい心理講座、わかりやすい交流分析など） 

 職場体験・職場チャレンジ事業（短期(3 日程度)の職場体験、1 か月の職場訓練など）  

【設置場所など】 

 

地域若者サポートステーションのご紹介 

えひめ若者サポートステーション 東予若者サポートステーション 

http://www.i-esapo.jp/
http://www.i-tsapo.jp/


A.自動的にみなし認証となりますが、2026年3
月31日までに新しい「ひめボス宣言事業所認証
制度」の申請をしていただく必要があります。

Q＆A

新しい「ひめボス宣言事業所」
認証制度がスタートしました！

愛媛県が取り組む活動支援

よくあるご質問

愛媛県は、人口減少対策、女性活躍、仕事と家庭の両立支援に本気で取り組むため、
愛媛県版イクボス「ひめボス宣言事業所」と「えひめ仕事と家庭の両立応援企業」の認証を統合。

新制度をスタートしました。
女性活躍推進や仕事と家庭の両立支援などに

積極的に取り組んでいる企業や

これから始めたいという企業を愛媛県が全力で応援！！

すべての人がいきいきと働ける環境づくりと

企業の成長をバックアップします。

愛 媛 県

Q.旧制度の

ひめボス宣言事業所ですが、
新たな手続きが必要ですか？

A.新しい「ひめボス宣言事業所認証制度」に
統合されましたので、新制度の申請をしてい
ただく必要があります。

Q.えひめ仕事と

家庭の両立応援企業は、
ひめボス宣言事業所になれますか？ A.県内に本社又は事業所を有して事業活動を

行う者が対象となり、申請は一般事業主（一般
事業主行動計画を提出している者）単位で行い
ます。支店・支社単位での認証は行いません。本
社が認証を受けることにより、それが支店・支社
にも及ぶことになります。

Q.県内に本社のほか、支店、
営業所など複数の事業所がありますが、
それぞれの支店や営業所からも

申請が必要ですか？

その他のよくあるご質問は
WEBサイトをご確認ください。

県内企業の経営者・管理職者を対象に、経営戦略・成長戦略として
の女性活躍推進・仕事と家庭の両立の実現に向けたマネジメント
スキルを学ぶセミナー。

HIMEBOSSトップセミナー

2023年度

様々な分野で活躍する女性を招き、県内の女性参加者100人のスキル
アップに向けた新しい出会いを創出するイベント。

女性たちの語り場サロン

申請要綱・認証事業所の
紹介・各種イベント情報
などを発信。オンライン申
請もこちらのサイトより
お手続きいただけます。

ひめボス宣言事業所認証制度
WEBサイトがオープンしました！

詳細・
お申込みは
こちら

ひめボススーパープレミアム
認証取得を目指す事業所をサ
ポート！社会保険労務士が課
題抽出など認証取得に向けた
支援をいたします。

コンサルタント派遣

※詳細は決まり次第WEBサイトにてお知らせいたします。

愛媛県　保健福祉部 生きが い推進局  男女参画・子育て支援課　男女参画グループ

089-903-8822

WEBサイト　
本事業は、
「株式会社エス・ピー・シー、
セキ株式会社」が

愛媛県の委託を受け運営しています。

〒790-8686  愛媛県松山市湊町7丁目7番地1
（セキ株式会社内）

ひ めボス事務局



みんな が活躍できる  職場へ、みんなに選ば れる企業へ。
ひめボス認証は、より魅力ある企業へと変革・成長する県内企業   を応援します。

「ひめボス宣言事業所」認証制度とは？

ひ めボス宣言事業所認証取得による企業経営のメリット

業務の効率化・生産性向上 優秀な人材確保・定着

新事業開発・事業革新 企業価値の向上、さらなる成長へ

認 証 制 度

※支給については、要件達成のほか、県の審査により決定いたします
※県外に本社のある企業における各要件の達成については、別途お問合せください基本認証の奨励金（20万円）申請要件

宣言の実施1

女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画の策定

2

次世代育成支援対策推進法に基づく
一般事業主行動計画の策定

3

育児・介護に関する法に基づく規定や
ハラスメント禁止規定の整備

4

認証・
更新

社員の
モチベーション
アップ・

優秀な人材
確保

企業の
成長 好循環の

サイクルを
生み出します

P R広報
ひめボスポータルサイト・

自社HP等での
発信

企業
ブランド力
向上

女性管理職の割合が国の定める平均値※以上4

出産した女性労働者の就業継続率80％以上5

男性労働者の育休取得率 100％
（育児目的休暇含む。取得日数2週間以上（ただし当面5日以上））

6

※国の定める平均値：女性活躍推進法に関する厚生労働省通知で定める産業ごとの平均値
※基本認証を取得した企業が申請できます
※申請要件・提出書類についての詳細はWEBサイトをご確認ください

女性労働者の割合が国の定める平均値※以上1

女性の非正規から正社員への転換実績
または過去に在籍した女性の正社員再雇用実績3

女性労働者の平均勤続年数が国の定める平均値※以上
または、「女性労働者の平均勤続年数」÷「男性労働者の
平均勤続年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上

2

上位認証とは…
基本認証の要件に加え、
従業員全体に占める女性労働者の割合や、
男性の育休取得率 100%など、
より高いハードルの要件を達成することで

受けられる認証

常時雇用する労働者数が、
20人以上300人以下の企業

常時雇用する労働者数が、
20人未満または301人以上の企業

基本認証申請・取得

県内企業

奨励金20万円

奨励金100万円

スーパープレミアム認証申請

認証取得

出産育児等で離職した女性の再雇用
実績／再雇用制度について、社内規程または就業規則に規定のうえ、2023年4月1日以降に再雇用し、6ヶ月以上就労

職場環境の整備

男性の育児休業等の取得日数の増加
実績／通算28日以上取得（育児目的休暇含む。）

男性の育児休業取得率100%
実績／男性育休取得率100％かつ育休取得者2人以上

育児・介護休業法の水準を上回る仕事と育児の両立支援に係る勤務制度または休暇制度の整備
実績／下記1～4のすべて、及び5～9のうち1つ以上について、小学校3年生までの子のために利用できる制度とし、就業規則等に規定していること
かつ、2023年4月1日以降を始期とする1～9のいずれかの利用実績（ただし1～8については法で義務付けられた年齢を超える子のための利用実績に限る）

　 所定外労働の制限（残業の免除）　   時間外労働の制限（残業時間の制限）   　 所定労働時間の短縮措置　   子の看護休暇
　 深夜業の制限　   フレックスタイム制　   始業・就業時間の繰上げ・繰下げ（時差出勤制度）　  育児休業制度に準ずる措置　  育児目的休暇

A

B

C

E

D

1 3
5 7 8 96
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奨 励 金 支 給 ※奨励金支給の対象は、認証を取得の上、常時雇用する労働者数が20人以上300人以下の企業となります
※支給については、要件達成のほか、県の審査により決定いたします※上位認証については、要件達成のほか県の審査により決定いたします

基本認証申請要件
◉1～4の要件をすべて満たすこと 
※申請要件・提出書類詳細はWEBサイトをご確認ください

上位認証（スーパープレミアム）申請要件
◉1～4の要件を2つ以上（労働者数301人以上の企業は3つ以上）、5及び6の要件は必須
※上位認証については、要件達成のほか県の審査により決定いたします
※県外に本社のある企業における各要件の達成については、別途お問合せください

認証の手順 提出書類などの詳細はWEBサイトをご確認ください
認証の要件を
確認

S T E P 1 必要書類の
準備

S T E P 2 WEBサイトにて
申し込み

S T E P 3
愛媛県の審査を経て、
認証可否の通知、認証書付与
※認証不可の場合も、是正により再申請いただけます

S T E P 4

奨励金申請の手順

認証を取得S T E P 1 WEBサイトの奨励金申請要件を確認S T E P 2 必要書類の準備S T E P 3

WEBサイトより奨励金申請申し込みS T E P 4 愛媛県の審査を経て、支給可否の通知S T E P 5

基本認証の実績に対する奨励金20万円 上位認証の認証に対する奨励金100万円基本認証とは…
基本認証は、
企業側が女性活躍推進法などに基づく

行動計画を策定することで受けられる認証

※常時雇用する労働者が20人未満の事業所であっても、2023年3月31日までに旧制度の
「ひめボス宣言事業所」の登録または「えひめ仕事と家庭の両立応援企業」の認証を受けている場合には、
奨励金の支給対象となります

※常時雇用する労働者が20人未満の事業所であっても、2023年3月31日までに旧制度の
「ひめボス宣言事業所」の登録または「えひめ仕事と家庭の両立応援企業」の認証を受けてい
る場合には、奨励金の支給対象となります

県内企業の成長に向けて、男女ともに働きやすくやりがいをもって就業継続
できる職場環境の整備を推進する企業を県が認証する制度。女性が活躍で

き、誰もが家庭と仕事を両立できる職場づくりを後押しするとともに、「選ば

れる企業」としてのブランド力の向上と優秀な人材確保を支援します。

●女性更衣室や休憩室、トイレの整備  実績／女性の採用人数等の増加
●女性労働者が少ない事業所における女性採用説明会の開催  実績／女性の採用人数等の増加
●リカレント教育制度の創設など  実績／リカレント教育制度について社内規程または就業規則に整備した上で、2023年4月1日以降に実績1人以上

◉原則A・Bから1つ以上、C・D・Eから1つ以上達成で申請いただけます



   

 

 

労働問題でお悩みの方は、 

中小企業労働相談所をご利用ください。 

 

各中小企業労働相談所では、相談員が相談をお受けするほか、関係機関

への紹介等も行っています。（労働者の方、使用者の方、どちらの相談に

も応じます） 

また、中予地方局に設置している松山中小企業労働相談所では、毎月２

回（原則、第一・第三金曜日の１０時から１５時）労働問題の専門家であ

る社会保険労務士による相談も実施しています。 

いずれも相談料は無料で、秘密は厳守しますので、お気軽にご利用くだ

さい。 

電話での相談もお受けしています。 

 

【愛媛県中小企業労働相談所】 

 

相談所 所在地 受付時間 電話番号 

西条中小企業労働相談所 

（東予地方局商工観光課内) 

〒793-0042 

西条市喜多川 796-1 

月曜から金曜 

8時 30分から 

17時 15分 

0897-56-1300 

（内線 465） 

今治中小企業労働相談所 

（東予地方局今治支局商工観光室内） 

〒794-8502 

今治市旭町 1-4-9 

月曜から金曜 

8時 30分から 

17時 15分 

0898-23-2500 

（内線 318） 

0898-22-8598 

（直通） 

松山中小企業労働相談所 

（中予地方局商工観光課内） 

〒790-8502 

松山市北持田町 132  

月曜から金曜 

8時 30分から 

17時 15分 

089-909-8760 

（直通） 

宇和島中小企業労働相談所 

（南予地方局商工観光課内） 

〒798-8511 

宇和島市天神町 7-1  

月曜から金曜 

8時 30分から 

17時 15分 

0895-28-6146 

（直通） 

八幡浜中小企業労働相談所 

（南予地方局八幡浜支局商工観光室内） 

〒796-0048 

八幡浜市北浜 1-3-37 

月曜から金曜 

8時 30分から 

17時 15分 

0894-22-4111 

（内線 234） 

中小企業労働相談所のご利用について 

tel:0897561300
tel:0898232500
tel:0898228598
tel:0899098760
tel:0895286146
tel:0894224111


  

 

≪概要≫ 

愛媛県では、女性が自らの能力を発揮して正社員として活躍でき
るよう、「えひめの女性おしごと応援プロジェクト」を展開中！ 

本プロジェクトでは、「事業者向け支援」、「女性求職者向け支援」、「紹介予定派遣制

度を活用した支援」の３つの支援を通じて、女性の良質で安定的な就労の実現や人手

不足に悩む県内企業の人材確保をサポートします。 

≪プロジェクトの内容≫ 

【事業者向け支援】 

○ダイバーシティセミナー（ZOOM オンライン開催） 

 ※秋ごろ開催予定 

○中小企業診断士等の専門家派遣 

【女性求職者向け支援】 

○ｷｬﾘｱﾌﾞﾗﾝｸ者の職場復帰支援セミナー 

○県内企業の魅力発見セミナー 

○職場見学・マッチング交流会 などを予定 

【紹介予定派遣制度を活用した支援】 

○就職に必要なビジネススキル等の習得支援 

○キャリアコンサルタントによる職業相談 

○人材マッチングの支援 

≪専門家派遣による受入環境整備支援のご案内≫ 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】（TEL）089-947-0038 （メール）ehime-seikikoyou@crie.co.jp 

  

 

「えひめの女性おしごと応援プロジェクト」展開中！ 

専用サイト 公式 LINE 

https://ehime-
joseikoyoushie
n.jp 







 

≪概要≫ 

 
愛媛県では、県内産業を支える中核人材となる大学生等の県内定
着やＵＩＪターン就職を促進するため、県内の登録企業に就職し
た場合に、県と登録企業が出捐した基金により、奨学金の返還を
助成する制度（愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援
制度）の登録企業を募集しています。 
 
本制度の趣旨に賛同いただける県内企業のみなさまは、 
ぜひご登録をお願いします！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
～詳細はコチラ（県 HP）～ 

https://www.pref.ehime.jp/h30580/syougakukinn/kigyoubosyu.html 

 
≪登録申請≫ 

登録申請フォームから電子申請をお願いします。 

（登録申請フォーム URL） 

https://logoform.jp/form/XG6n/kigyoutourokushinsei 

愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度 
登録企業を募集しています！ 

https://www.pref.ehime.jp/h30580/syougakukinn/kigyoubosyu.html
https://logoform.jp/form/XG6n/kigyoutourokushinsei


● 本制度に関するお問い合わせ ●

〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県 経済労働部 産業支援局 産業人材課
TEL：089-912-2506 E-mail：sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp
HP：https://www.pref.ehime.jp/h30580/syougakukinn/it_jinzai.html

志望業種・企業が決まっていなくても、まずは申請を！

ＩＴスキルを有する学生・一般求職者の皆さん

認定申請 就職活動 登録企業へ就職
継続して就業

交付申請 助 成
申請書、履歴書、奨学金
貸与証明書、資格試験の
合格証明書を愛媛県に提
出してください
（様式は県ＨＰに掲載し
ています）

各企業の募集案内に基づ
いて採用選考を受験して
ください
（就職先が決定した場合
は、県に報告してくださ
い）

本制度への登録企業に就
職し、１年間（10月～翌
年９月）奨学金を返還し、
継続して就業した場合、
助成の対象となります

県からの案内に基づいて、
交付申請書や勤務先企業
の在籍証明書等を提出し
てください

県と企業が拠出した基金
から、日本学生支援機構
に助成額を支払います
（返還期間が短くなりま
す）

最大141.1万円

本制度の対象となる方は、以下の全ての要件に該当する方とします
① 日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金の貸与を受けている方
② 情報処理推進機構が定めるＩＴスキル標準レベル２以上の情報処理技術者試験に合格している方
③ 大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に在籍する、卒業前年次若しくは卒業年次の方

又は 既卒者で登録企業への就職を希望する方（応募時点で登録企業に雇用されている方を除く）

 ＩＴ人材の県内企業への就職・定着を促進するため、あらかじめ県の認定を受けた学生や求職者が、
本制度に登録した県内企業に就職し、継続して就業した場合に、愛媛県と登録企業が共同で
奨学金の返還を助成するものです。

 助成金額は、１年間（10月分～翌年９月分）の奨学金返還額の４/５又は20.16万円のいずれか低い額
とし、最長７年間助成します。（最大141.1万円）

 助成額は、原則として日本学生支援機構に支払います（返還期間が短くなります）。

※就職活動後（内定取得後）に資格試験に合格した場合で、内定先企業（登録企業）の了承が得られた場合は、就職活動後に申請を行っても差し支えありません。
（ただし、就職前（入社前）に申請を行う必要があります）

愛媛 ＩＴ奨学金 検索

● 本制度の対象となる方

● 制度の概要

● 助成までの流れ

（愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度 ＩＴ人材確保枠）

最長７年間助成

を募集します

奨学金の返還を支援！
愛媛県と県内企業が共同で



愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度（ＩＴ人材確保枠）

登録企業一覧

会社名称 市町
産業
分類

主な採用予定職種

リモート
ワーク制度

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー

シ
ス
テ
ム

エ
ン
ジ
ニ
ア

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

エ
ン
ジ
ニ
ア

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

エ
ン
ジ
ニ
ア

サ
ー
バ
ー

エ
ン
ジ
ニ
ア

Ｉ
Ｔ

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

そ
の
他

株式会社アイムービック 松山市
情報
通信業

● 有り

株式会社伊予エンジニアリング 松山市
情報
通信業

● ● ● 有り

株式会社
いよぎんコンピュータサービス

松山市
情報
通信業

● －

株式会社ＮＰシステム開発 松山市
情報
通信業

● ● ● ● ● －

株式会社オフィス・クラフト 宇和島市
情報
通信業

● ● ● ● ● ● ● 有り

株式会社コモテック 松山市
情報
通信業

● ● ● ● ● ● －

株式会社シスディブリンク 西条市
情報
通信業

● ● ● ● ● －

システムアーク株式会社
四国支店

松山市
情報
通信業

● ● ● ● ● －

株式会社
システムサポートサービス

松山市
情報
通信業

● ● 有り

株式会社瀬戸内 今治市
専門・技術
サービス業

● ● ● ● ● 有り

ソフトサイエンス株式会社 松山市
情報
通信業

● ● ● －

株式会社タイワ 新居浜市
情報
通信業

● 有り

株式会社ひめぎんソフト 松山市
情報
通信業

● ● ● ● 有り

フェイス・ソリューション・
テクノロジーズ株式会社松山支店

松山市
情報
通信業

● ● 有り

福助工業株式会社 四国中央市 製造業 ● ● －

（令和５年10月30日時点・五十音順）

登録企業は随時追加されますので、最新の状況は県ホームページにてご確認ください。



   

  
≪会議関係≫ 

○    10月１3日 第 1330回公益委員会議 

    「公益委員会議の運営及び付議事項について」など３件 

○    10月 23日 全国労働委員会連絡協議会臨時（第３回）運営委員会 

    「『労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会最終報告』について」など２件 

○    10月 27日 第 12２4回愛媛県労働委員会総会 

    「令和５年調整個別第１号福祉業紛争あっせん事件の申出について」など９件 

 

 
 

≪個別的労使紛争関係≫ 
   
○   あっせん事件 

事件番号 業種 あっせん事項 
申出年月日 
申 出 者 

あっせん 
回 数 

終結状況 

５年個別 
第１号 

福祉業 
雇用契約書に基づく業
務等の内容での復帰 

Ｒ５.10.16 
労働者 

－ 係属中 

 
○   労働相談 

 
  相談者数 相談件数 

10 月 ３５ ７１ 

累計（４月～） １８５ ３４５ 

※相談者数と相談件数は、相談事項が複数にわたることがあるため一致しない。 

 

労働委員会の窓（令和５年 10月分） 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛労災特別介護施設 「ケアプラザ新居浜」 のご案内 

 
➤全国に 8 か所ある労災専門の公的な介護施設です。 
➤土地・建物は国が所有し、運営は厚生労働省から事業委託を受けた「一般財団法人
労災サポートセンター（https://www.rousaisc.or.jp）」が行っています。 
➤「ケアプラザ新居浜」は、平成 13年に、住友グループ発祥の地で四国有数の工業都
市の愛媛県新居浜市に開設され、温暖な気候の瀬戸内海近くに位置しています。 

ケアプラザとは？ 

 
➤最大 84人の入居者が、介護・食事・入浴等のサービスを受けながら生活できます。 
➤約 30㎡の個室に、ベッド、バス（一部シャワーのみ）、トイレ、洗面所、簡易キッチ
ン、ナースコールを完備しています。また、重篤な入居者のため、常時介護に対応できる
多床室（４人部屋）も設置しています。 
➤看護師が 24時間体制で常駐し、介護士等とともに計画的な介護サービスを提供し
ます。また、専任の栄養士と療法士を配置し、適切な栄養管理やリハビリを行います。 
➤労災特有の障がいや傷病等に対応した介護ノウハウの蓄積があります。また、労災に
知見のある愛媛労災病院等と連携し、必要な医療にもスムーズにつなぎます。 

施設の特徴は？ 

 
➤労災保険の障害等級または傷病等級が 1級から 3級の労災年金受給者で、居宅
での介護が困難と認められる方が入居できます（60歳以上で障害等級が 4級の労
災年金受給者で、居宅介護困難な方は、特例的に入居が認められる場合あり。）。 
➤費用は、施設利用料（部屋代、食費、光熱水費等）と介護費の合計額です。 
➤施設利用料は、入居者の年収と、扶養親族の人数に応じ、次のとおりです。 

年収（円） 
～代表例～ 

個室の施設利用料（円・月額） 令和 5年 10月１日改定後の料金 
扶養親族なし 扶養 1人 扶養 2人 扶養 3人以上 

1,200,000 62,000 36,000 36,000 36,000 
1,600,000 79,000 46,000 46,000 36,000 
2,000,000 115,000 62,000 46,000 46,000 
2,800,000 154,000 79,000 62,000 62,000 
3,000,000 176,000 97,000 79,000 62,000
3,400,000 198,000 115,000 79,000 79,000 

➤介護費は、いったんご負担いただきますが、後日、同額の介護（補償）給付が厚生
労働省から支給されるため、実質的な負担はありません。 

誰が入居できる？費用は？ 

当施設についてお尋ねになりたいことがあれば、下記問合せ先まで。 

★所在地 〒792-0896 愛媛県新居浜市阿島１丁目３－12 

★問合せ 0897-67-1122 総務課（月～金 8:30～17:30） 

➡公式 Facebook 
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大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、
下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、
急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

大企業等と下請等中小事業者は共存共栄！
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう！

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

しわ寄せ防止
特設サイト

https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/

しわ寄せ防止特設サイト

月間です。

 11月は
「しわ寄せ」

防止キャンペーン

概要版

よろしく頼むよ！

…わかりました。
（もう無理だよ。）



大企業等と下請等中小事業者は共存共栄！

（R5.10）

適正なコスト負担を伴わない短納期発注や
急な仕様変更などはやめましょう！

　厚生労働省が所管する「労働時間等設定改善法（平成4年法律第90号）」に基づき、事業主の皆様は、他
の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配
慮する必要があります。長期間にわたる特に過重な労働は、過労死等を引き起こすおそれがあると言われて
おり、取引先の労働者の健康障害防止のためにも必要です。
　他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組が行われるよう、社内に周知・徹底を図りましょう。

　経済産業省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法（昭和45年法律第145号）」に基づ
く「振興基準」には、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係が定められています。

●やむを得ず短納期発注や急な仕様変更などを行う場合には、残業代等の適正なコストは親
事業者が負担すること。
●親事業者は、下請事業者の「働き方改革」を阻害する不利益となるような取引や要請は行わないこと。

　親事業者は、取引対価の見直し要請があった場合には、人手不足や最低賃金の引き上げなど
による労務費の上昇について、その影響を反映するよう協議すること。

●親事業者は、継続的な取引を行う下請事業者に対して、安定的な生産が行えるよう長期発注
計画を提示し、発注の安定化に努めること。
●発注内容を変更するときは、不当なやり直しが生じないよう十分に配慮すること。

① 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、
　 納期の適正化を図ること。
② 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
③ 発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。

③ 対価には、労務費が上昇した影響を反映しましょう!

① 親事業者も下請事業者も共に「働き方改革」に取り組みましょう！

例えば…●無理な短納期発注への納期遅れを理由とした受領拒否や減額
　　　　●親事業者自らの人手不足や長時間労働削減による検収体制不備に起因した受領拒否や支払遅延
　　　　●過度に短納期となる時間指定配送、過剰な賞味期限対応や欠品対応に起因する短いリードタイム、
　　　　　適正なコスト負担を伴わない多頻度小口配送
　　　　●納期や工期の過度な年度末集中

② 発注内容は明確にしましょう!

■労働時間等設定改善法については、都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）にご相談ください。

11月は「過労死等防止啓発月間」です。
同月間に「過重労働解消キャンペーン」も実施します。
過重労働解消相談ダイヤル　令和5年11月3日（金・祝）9:00～17:00　　 ０１２０-７９４-７１３
※11月３日以外でも、各労働基準監督署、労働条件相談ほっとライン（　　 0120-811-610 ）で相談できます。

■中小企業の取引上の悩み相談は、下請かけこみ寺 　　 0120-418-618 にご相談ください。
　（受付時間）9:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00（土日・祝日・年末年始を除く）携帯電話からもご利用いただけます。
　お近くの「下請かけこみ寺」につながります。

11月3日（金・祝）には「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、都道府県労働局の担当官による特別労働相談を実施します。
過重労働解消
キャンペーン
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年収の壁対策として

労働者１人につき最大50万円助成します！

要 件
1 人 当 た り
助 成 額

①賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ）

1年目

20万円

②賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ）

3年目以降、③の取組

2年目

20万円

③賃金の18％以上を増額
3年目

10万円

（１）手当等支給メニュー

週 所 定 労 働
時 間 の 延 長

賃 金 の
増 額

1 人 当 た り
助 成 額

4時間以上 ー

30万円

3時間以上
4時間未満

５％以上

2時間以上
3時間未満

10％以上

１時間以上
2時間未満

15％以上

（２）労働時間延長メニュー

◆社会保険適用促進手当
事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう

手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
※ １年目に（１）の取組による助成（20万円）を受けた後、
２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることが可能。

キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう！

事業主の皆様へ

｢社会保険適用時処遇改善コース｣を新設しました！

R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12

R5

　10月

★ ★ ★ ★ ★ ★

　11月
★ ★ ★ ★ ★ ★

　12月
★ ★ ★ ★ ★ ★

R6

　 1月

★ ★ ★ ★ ★ ★

キャリアアップ

計画書

社会保険加入 手当の支給等（６か月分） 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社

会

保

険

の

加

入

時

期

令和6年1月31日までに

提出（特例期間）

手当の支給等（６か月分）

手当の支給等（６か月分）

手当の支給等（６か月分）

＜申請スケジュールの例＞※給与を月末締め・翌月15日払いで支払い、手当等支給メニューを選択した場合

（※） 本助成金の支給を受けるためには、手当の支給等の取組を6か月行うごとに、2か月以内に申請することが必要です。
（※） 2024（令和６）年２月１日以降に手当の支給等の取組を始める場合は、取組を開始する前日までに、キャリアアップ計画を提出してください。

第１期支給対象期

第２期支給対象期

★ 給与・手当の支給

〇2023年10月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。
〇労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者１人につき最大50万円を助成します。
〇支給申請の事務手続きも簡単になりました。

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん

労働者にとって、
・「年収の壁」を意識せず働くことができる。
・社会保険に加入することで処遇改善につながる。

事業主の皆様の

人手不足の解消へ！

2024（令和6）年1月31日までに取組を開始する場合

キャリアアップ計画書は2024年１月までに管轄労働局に提出してください

キャリアアップ助成金



その労働者が社会保険に加入してから最長２年間の
手当※３等の支給後の取扱いについて、労使で話し
合いを行う予定ですか。

2

対象となる労働者をチェックしましょう！

雇用している短時間労働者の中に、2023（令和5）年10月以降、
新たに社会保険の被保険者の要件※１を満たす方はいますか。

いいえ

その労働者は、社会保険の被保険者となってから２か月
以内に、週所定労働時間を一定時間延長すること※２がで
きますか。

いいえ

その労働者は、社会保険の被保険者と
なった日から１年が経過した時点で、
労働時間の延長ができる見込みですか。

(1)手当等支給
メニュー

(1)(2)の
併用メニュー

(2)労働時間延長
メニュー

本助成金の
支給要件には
該当しません。

その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
① 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。
② 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入し

ていなかった。

いいえはい

はい

はい

はい

はい いいえ

いいえ

○ キャリアアップ助成金の申請方法や助成額などの詳細については、都道府県労働局
または管轄のハローワークまでお問合せください。

○ 「年収の壁突破・総合相談窓口」（コールセンター）にもご相談いただけます。

※１ 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間
以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上で学生ではないこと。100人以下の事業所の場合は、週の所
定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者であること。

※２ 週所定労働時間を4時間以上延長、または3時間以上延長するとともに基本給を5％増額改定する
等の措置。詳しくは、表面の「（２）労働時間延長メニュー」をご覧ください。

※３ 社会保険適用促進手当（標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長
2年間、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当）

厚生労働省公式HP0120-030-045 受付時間 平日 ８:３０～１８：１５
（土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）はご利用いただけません。）

年収の壁突破・総合相談窓口（フリーダイヤル・無料）



配偶者手当を見直して

若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか？

いわゆる「年収の壁」対策

今年は30年ぶりの高い水準での賃上げ。地域別最低賃金額の全国加重平均は

1,004円となった。

短時間労働者にもこのような賃上げの流れを波及させていくためには、本人

の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境作りが大切。

わが国では、2040年にかけて生産年齢人口が急減し、社会全体の労働力確保

が大きな課題。既に、企業の人手不足感は、コロナ禍前の水準に近い不足超

過となっており、人手不足への対応は急務。

当面の対応として、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」をとりまとめ、

支援を開始。

私たち企業の配偶者手当と「年収の壁」は何の関係があるの？

例えば、夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が、

手当受取りの収入基準を超えないように働き控え
をする場合もあるんだ。

このため、社会保障制度だけでなく、企業の配偶者手当が、いわゆる
「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合があると聞いたよ。

なるほど。その場合、配偶者手当を見直す必要があるのかもしれないね。

そうだね。配偶者手当を見直すことは、自社の人材確保のためにも役
立つよ。

配偶者手当の原資をもとに、共働きの方や独身の方、能力開発に積
極的な方など、いろいろな方が活躍できる賃金・人事制度を改めて考
えるいい機会になると思う。

配偶者手当を支給する企業は減少傾向なんだ。

働く意欲のあるすべての人が、「年収の壁」を意識することなく、そ
の能力を十分に発揮できるような環境の整備にみんなで取り組んでい
けたらいいね。

「年収の壁」と配偶者手当の関係について

※配偶者のいるパートタイム労働者の就業調整の理由：
被扶養者認定基準（130万円）57.3％、被用者保険加入（106万円）21.4％、配偶者手当15.4％

詳細はこちら



４ステップのフローチャート
賃金制度の円滑な見直しに向け、次のチャートを参考に進めてみましょう

詳細は、厚生労働省ウェブサイト
「配偶者手当の在り方の検討」にまとめています。

厚生労働省ウェブサイト

「配偶者手当」のあり方の検討に向けて 実務資料編

• 配偶者手当の廃止（縮小） ＋ 基本給の増額
• 配偶者手当の廃止（縮小） ＋ 子ども手当の増額
• 配偶者手当の廃止（縮小） ＋ 資格手当の創設
• 配偶者手当の収入制限の撤廃

など

賃金制度・人事制度の見直し検討に着手
まずは、他社の事例※も参考に自社の案を検討
※【「配偶者手当」のあり方の検討に向けて 実務資料編】P30をご覧ください

Step１

見直し案の決定
［決定の過程での留意点］
・労使での丁寧な話し合い
・賃金原資総額の維持
・必要な経過措置
※【「配偶者手当」のあり方の検討に向けて 実務資料編】P8やP30を参考
に、従業員の納得感があるものにしましょう

※留意すべき法律や判例についてはP12以降をご参考ください

Step４ 決定後の新制度の丁寧な説明
見直しの影響をうける従業員に丁寧な説明を行い、新制度を従業員の
満足度向上につなげましょう

Step２ 従業員のニーズを踏まえた案の策定
アンケートや各部門からヒアリングを行い、自社にあった案に絞り込んでいく

手当見直し内容の具体例

Step 3

（R5.10）



男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、 育児休業を取得した

男性労働者が生じた事業主を支援する助成金です。

「子育てパパ支援助成金」のご案内
（両立支援等助成金 出生時両立支援コース）

（中小事業主の方へ）

●子育てパパ支援助成金（出生時両立支援コース）とは？

支給額

①

第１種 20万円

代替要員加算 20万円（代替要員を３人以上確保した場合には45万円）

育児休業等に関する
情報公表加算 2万円

② 第２種

１事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合：60万円
２事業年度以内に30ポイント以上上昇した（または連続70％以上）場合：40万円
３事業年度以内に30ポイント以上上昇した（または連続70％以上）場合：20万円

※１事業主につき１回限りの支給。

① 第１種（男性労働者の出生時育児休業取得）

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務
体制の整備をしていること。

●男性労働者が子の出生後８週間以内に開始する連続５日以上の育児休業を取得すること。

（※所定労働日が４日以上含まれていることが必要です。）

＜代替要員加算＞

●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。

＜育児休業等に関する情報公表加算＞

●自社の育児休業の取得状況（男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得
日数）を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

おもな
要件

●第１種の助成金を受給していること。

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務
体制の整備をしていること。

●第１種の申請をしてから３事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率（％）の数値が30ポイント以
上上昇していること。

または

第１種の申請年度に子が出生した男性労働者が５人未満かつ育児休業取得率が70％以上の場合に、その
後の３事業年度の中で２年連続70％以上となったこと。

●育児休業を取得した男性労働者が、第１種申請の対象となる労働者の他に２人以上いること。

②第２種（ 男性労働者の育児休業取得率上昇）

連続３か月以上の育児休業を取得する場合、「育児休業等支援コース」での申請も可能です。

※要件は出生時両立支援コースとは異なります。

※同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、出走時両立支援コース（第１種）と

育児休業等支援コース（育休取得時等）との併給はできません。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ→

＜お問い合わせ先＞
愛媛労働局雇用環境・均等室 〒790-8538 松山市若草町4番地３ 松山若草合同庁舎6階

☎ 089-935-5222





 


